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○
教
育
委
員
会
規
則

　

大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
左
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
あ
げ
て
」
を

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

「
挙
げ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
毎
年
十
一
月
三
日
に
」
を
「
、
お
お
い
た
教
育
の
日
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
三

十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
お
お
い
た
教
育
週
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書

中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
し
る
し
た
」
を
「
記
し
た
」
に
、
「
あ
わ
せ
て
」
を
「
併
せ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
企
業
局
管
理
規
程

　

大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
電
気
事
業
費
用
の
表
中

「

」

健
康
診
断
費

を

「

」
に
改
め
、
同
表

健
康
診
断
費

社
会
保
険
料

の
剰
余
金
の
表
中

「

」

水
源
開
発
積
立
金

を

「

」
に
改
め
る
。

水
源
開
発
積
立
金

地
域
振
興
積
立
金

地
域
振
興
の
た
め
に
積
み
立
て
た
額

　
　
　
附
　
則

（
教
育
委
規
則
・
企
業
局
管
理
規
程
）
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二

　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
十
五
号

　

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ふ
化

業
者
を
登
録
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

登
録
番
号

住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

ふ
化
場
の
所
在
地
及
び
名
称

登
録
年
月
日

第
二
︱
一
号

宇
佐
市
大
字
下
乙
女
四
〇
三

株
式
会
社
梶
原
種
鶏
孵
化
場

代
表
取
締
役　

梶
原
廣
志

宇
佐
市
大
字
下
乙
女
四
〇
三

株
式
会
社
梶
原
種
鶏
孵
化
場

令
三
・
二･

一
八

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
十
六
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

大

分

市

平
三
〇
・
四
・
一
か

ら
令
二
・
三
・
三
一

ま
で

大
分
市
大
字
一
尺
屋

の
一
部
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

大
分
市
大
字
一
尺
屋

の
一
部

令
三
・　

一
・
二
二

中

津

市

平
二
九
・
八
・
一
九

か
ら
平
三
一
・
三
・

二
七
ま
で

中
津
市
耶
馬
溪
町
大

字
山
移
の
一
部
の
地

籍
図
及
び
地
籍
簿

中
津
市
耶
馬
溪
町
大

字
山
移
の
一
部

令
三
・　

一
・
二
二

中

津

市

平
二
九
・
四
・
三
か

ら
平
三
一
・
三
・
二

五
ま
で

中
津
市
本
耶
馬
溪
町

東
谷
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

中
津
市
本
耶
馬
溪
町

東
谷
の
一
部

令
三
・　

一
・
二
二

（
企
業
局
管
理
規
程
・
告
示
）

佐

伯

市

平
三
〇
・
六
・
一
五

か
ら
令
二
・
三
・
五

ま
で

佐
伯
市
大
字
青
山
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

佐
伯
市
大
字
青
山
の

一
部

令
三
・　

一
・
二
二

佐

伯

市

平
三
〇
・
六
・
一
五

か
ら
令
二
・
三
・
五

ま
で

佐
伯
市
大
字
護
江
・

狩
生
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

佐
伯
市
大
字
護
江
・

狩
生
の
一
部

令
三
・　

一
・
二
二

佐

伯

市

平
三
〇
・
六
・
二
〇

か
ら
令
二
・
二
・
二

五
ま
で

佐
伯
市
大
字
堅
田
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

佐
伯
市
大
字
堅
田
の

一
部

令
三
・　

一
・
二
二

佐

伯

市

平
三
〇
・
六
・
八
か

ら
令
二
・
三
・
二
ま

で

佐
伯
市
大
字
長
良
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

佐
伯
市
大
字
長
良
の

一
部

令
三
・　

一
・
二
二

杵

築

市

平
二
九
・
一
〇
・
六

か
ら
令
二
・
三
・
一

三
ま
で

杵
築
市
大
字
大
内
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

杵
築
市
大
字
大
内
の

一
部

令
三
・　

一
・
二
二

杵

築

市

平
三
〇
・
六
・
二
九

か
ら
令
二
・
三
・
一

三
ま
で

杵
築
市
大
字
奈
多
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

杵
築
市
大
字
奈
多
の

一
部

令
三
・　

一
・
二
二

杵

築

市

平
二
九
・
一
〇
・
六

か
ら
令
二
・
三
・
四

ま
で

杵
築
市
山
香
町
大
字

日
指
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

杵
築
市
山
香
町
大
字

日
指
の
一
部

令
三
・　

一
・
二
二

豊
後
大
野
市

平
三
〇
・
六
・
二
二

か
ら
令
二
・
三
・
三

ま
で

豊
後
大
野
市
三
重
町

内
田
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

豊
後
大
野
市
三
重
町

内
田
の
一
部

令
三
・　

一
・
二
二

玖

珠

町

平
六
・
九
・
五
か
ら

平
二
六
・
三
・
一
二

ま
で

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字

山
田
、
大
字
大
隈
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字

山
田
、
大
字
大
隈
の

一
部

令
三
・　

一
・
二
二

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
十
七
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
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二
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十
九
日

大
分
県
報

三

（
告
示
）

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り

等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
第
七
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
機
船
底
び
き
網

漁
業
に
つ
い
て
、
大
分
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
規
則
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
制
限
措
置
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞



令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
報

四

（
告
示
）

県
外

入
漁

漁
業

の

種
類

制
　

限
　

措
　

置

申
請

期
間

漁
業

種
類

許
可

等
を

す
べ

き

船
舶

の
数

船
舶

の

総
ト

ン
数

推
進

機
関

の
馬

力
数

（
旧

漁
船

法

馬
力

数
）

操
業

区
域

漁
業

時
期

漁
業

を
営

む

者
の

資
格

小
型

機

船
底

び

き
網

漁

業

手
繰

第
２

種
こ

ぎ

網
漁

業

（
山

口
県

漁
業

者
）

1
2
0
隻

５
ト

ン
未

満
4
8
キ

ロ
ワ

ッ
ト

（
1
5
）

以
下

　
大

分
県

中
津

市
小

祝
漁

港
の

旧
突

堤
の

先
端

（
灯

台
跡

）
に

設
置

し
た

標
識

か
ら

真
方

位
2
9
6
度

2
0
分

8
0
メ

ー
ト

ル
の

点
か

ら
真

方
位

６
度

1
5
分

の
線

と
大

分
県

豊
後

高
田

市
と

国
東

市
と

の
最

大
高

潮
時

海
岸

線
に

お
け

る
境

界
点

か
ら

3
5
0
度

（
磁

針
方

位
）

の
線

と
の

間
に

お
け

る
大

分
県

管
轄

海
域

。
こ

の
場

合

に
お

い
て

、
大

分
県

管
轄

海
域

と
は

、
基

点
チ

、
タ

、
ツ

、
テ

及
び

ト
を

順
次

に
結

ぶ
線

と
基

点
ト

と
ナ

の
間

に
お

け
る

大
分

県
東

国
東

郡
姫

島
村

姫
島

の

最
大

高
潮

時
海

岸
線

か
ら

8
,0

0
0
メ

ー
ト

ル
の

距
離

の
線

と
基

点
ナ

と
ニ

を
結

ぶ
線

並
び

に
最

大
高

潮
時

海
岸

線
と

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

海
域

を
い

い
、

基
点

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

ア
　

山
口

県
下

関
市

火
ノ

山
下

潮
流

信
号

所

イ
　

福
岡

県
北

九
州

市
門

司
区

門
司

埼
灯

台

ウ
　

ア
の

点
と

イ
の

点
と

を
結

ぶ
線

の
中

央
点

エ
　

山
口

県
下

関
市

長
府

宮
崎

町
串

崎
東

端
か

ら
真

方
位

1
7
3
度

1
,5

3
0
メ

ー

ト
ル

の
点

（
福

岡
県

北
九

州
市

門
司

区
部

埼
灯

台
か

ら
真

方
位

3
1
0
度

2
8

分
2
,9

7
5
メ

ー
ト

ル
の

点
～

昭
和

4
2
年

３
月

1
3
日

当
協

定
締

結
時

に
お

け
る

福
岡

県
北

九
州

市
門

司
区

丸
山

鼻
と

山
口

県
下

関
市

長
府

宮
崎

町
串

崎
東

端
と

を
結

ぶ
線

の
中

央
点

）

オ
　

福
岡

県
北

九
州

市
門

司
区

部
埼

灯
台

と
山

口
県

下
関

市
満

珠
島

灯
台

と

を
結

ぶ
線

の
中

央
点

カ
　

福
岡

県
北

九
州

市
門

司
区

部
埼

灯
台

と
山

口
県

山
陽

小
野

田
市

大
字

郡

旧
宮

崎
鼻

南
端

（
世

界
測

地
系

：
北

緯
3
3
度

5
9
分

4
2
秒

、
東

経
1
3
1
度

８

分
１

秒
）

と
を

結
ぶ

線
の

中
央

点

キ
　

福
岡

県
北

九
州

市
門

司
区

網
の

鼻
突

端
と

山
口

県
山

陽
小

野
田

市
大

字

小
野

田
本

山
岬

南
端

と
を

結
ぶ

線
の

中
央

点

ク
　

福
岡

県
行

橋
市

蓑
島

頂
上

と
山

口
県

山
陽

小
野

田
市

大
字

小
野

田
本

山

岬
南

端
と

を
結

ぶ
線

の
中

央
点

ケ
　

山
口

県
宇

部
市

大
字

東
岐

波
丸

尾
崎

東
端

と
チ

の
点

と
を

結
ぶ

線
と

、

山
口

県
宇

部
市

旧
宇

部
岬

漁
港

西
防

波
堤

燈
柱

跡
に

設
置

し
た

標
柱

と
大

分
県

宇
佐

市
長

洲
漁

港
導

流
堤

灯
台

と
を

結
ぶ

線
と

の
交

点

コ
　

山
口

県
宇

部
市

大
字

東
岐

波
丸

尾
崎

東
端

と
大

分
県

宇
佐

市
長

洲
漁

港

　
導

流
堤

灯
台

と
を

結
ぶ

線
と

、
山

口
県

宇
部

市
旧

宇
部

岬
漁

港
西

防
波

堤

４
月

１
日

か
ら

翌
年

の
３

月
3
1
日

ま
で

山
口

県
知

事
か

ら

小
型

機
船

底
び

き

網
漁

業
手

繰
第

２

種
漁

業
の

許
可

を

受
け

た
者

で
あ

っ

て
、

周
防

灘
に

お

け
る

山
口

県
、

福

岡
県

及
び

大
分

県

の
間

に
お

け
る

小

型
機

船
底

び
き

網

漁
業

の
調

整
に

関

す
る

協
定

に
よ

り

締
結

さ
れ

た
山

口

県
と

大
分

県
の

間

の
入

漁
協

定
に

基

づ
い

て
入

漁
す

る

者

令
和

３
年

２
月

1
9
日

か
ら

同
年

３
月

1
9
日

ま
で



令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
報

五

（
告
示
）

　
燈

柱
跡

に
設

置
し

た
標

柱
と

大
分

県
東

国
東

郡
姫

島
村

姫
島

三
ツ

石
鼻

西

端
と

を
結

ぶ
線

と
の

交
点

サ
　

山
口

県
防

府
市

向
島

タ
ズ

ノ
鼻

突
端

と
大

分
県

東
国

東
郡

姫
島

村
観

音

埼
突

端
と

を
結

ぶ
線

と
、

山
口

県
防

府
市

大
字

江
泊

竜
ヶ

崎
突

端
と

大
分

県
国

東
市

国
見

町
竹

田
津

琵
琶

崎
突

端
と

を
結

ぶ
線

と
の

交
点

シ
　

大
分

県
東

国
東

郡
姫

島
村

丸
石

鼻
突

端
と

山
口

県
光

市
大

字
室

積
村

杵

崎
西

端
と

を
結

ぶ
線

と
、

山
口

県
防

府
市

佐
波

島
頂

上
と

山
口

県
熊

毛
郡

上
関

町
小

祝
島

西
端

と
を

結
ぶ

線
と

の
交

点

ス
　

大
分

県
東

国
東

郡
姫

島
村

姫
島

灯
台

と
山

口
県

熊
毛

郡
上

関
町

小
祝

島

西
端

と
を

結
ぶ

線
と

、
山

口
県

光
市

大
字

室
積

村
杵

崎
西

端
と

大
分

県
国

東
市

国
東

港
富

来
地

区
北

防
波

堤
旧

灯
台

跡
と

を
結

ぶ
線

と
の

交
点

セ
　

山
口

県
光

市
大

字
室

積
村

杵
崎

西
端

ソ
　

山
口

県
宇

部
市

旧
宇

部
岬

漁
港

西
防

波
堤

燈
柱

跡
に

設
置

し
た

標
柱

と

福
岡

県
豊

前
市

宇
島

港
西

３
号

防
波

堤
灯

台
と

を
結

ぶ
線

と
、

福
岡

県
行

橋
市

蓑
島

頂
上

と
大

分
県

豊
後

高
田

市
見

目
長

崎
鼻

突
端

と
を

結
ぶ

線
と

の
交

点

タ
　

チ
の

点
か

ら
真

方
位

６
度

1
5
分

の
線

と
、

福
岡

県
行

橋
市

蓑
島

頂
上

と

大
分

県
豊

後
高

田
市

見
目

長
崎

鼻
突

端
と

を
結

ぶ
線

と
の

交
点

チ
　

大
分

県
中

津
市

小
祝

漁
港

の
旧

突
堤

の
先

端
（

灯
台

跡
）

に
設

置
し

た

標
識

か
ら

真
方

位
2
9
6
度

2
0
分

8
0
メ

ー
ト

ル
の

点

ツ
　

山
口

県
宇

部
市

旧
宇

部
岬

漁
港

西
防

波
堤

燈
柱

跡
に

設
置

し
た

標
柱

と

大
分

県
国

東
市

国
見

町
竹

田
津

琵
琶

崎
突

端
と

を
結

ぶ
線

と
、

山
口

県
防

府
市

佐
波

島
頂

上
と

大
分

県
豊

後
高

田
市

高
田

港
導

流
堤

灯
台

と
を

結
ぶ

線
と

の
交

点

テ
　

大
分

県
国

東
市

国
見

町
伊

美
権

現
崎

突
端

と
山

口
県

山
口

市
竹

島
頂

上

と
を

結
ぶ

線
と

、
大

分
県

宇
佐

市
長

洲
漁

港
導

流
堤

灯
台

と
山

口
県

防
府

市
野

島
南

端
と

を
結

ぶ
線

と
の

交
点

ト
　

大
分

県
東

国
東

郡
姫

島
村

姫
島

の
最

大
高

潮
時

海
岸

線
か

ら
8
,0

0
0

メ
ー

ト
ル

の
距

離
の

線
と

、
ツ

の
点

と
テ

の
点

と
を

結
ぶ

線
の

延
長

線
と

の
交

点

ナ
　

大
分

県
東

国
東

郡
姫

島
村

姫
島

の
最

大
高

潮
時

海
岸

線
か

ら
8
,0

0
0

メ
ー

ト
ル

の
距

離
の

線
と

、
同

県
東

国
東

郡
姫

島
村

姫
島

灯
台

と
山

口
県

熊
毛

郡
上

関
町

小
祝

島
西

端
と

を
結

ぶ
線

と
の

交
点

ニ
　

大
分

県
国

東
市

国
東

港
富

来
地

区
北

防
波

堤
旧

灯
台

跡

ヌ
　

山
口

県
宇

部
市

旧
宇

部
港

赤
灯

台
（

世
界

測
地

系
：

北
緯

3
3
度

5
6
分

1
2

秒
、

東
経

1
3
1
度

1
3
分

5
7
秒

）
と

チ
の

点
と

を
結

ぶ
線

の
中

央
点

ネ
　

チ
の

点
か

ら
真

方
位

６
度

1
5
分

の
線

上
チ

の
点

か
ら

1
7
,0

0
0
メ

ー
ト

ル

の
点

備
考



令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
報

六

（
告
示
）

　
１

　
「

旧
漁

船
法

馬
力

数
」

は
、

漁
船

法
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
（

平
成

1
3
年

農
林

水
産

省
令

第
1
5
3
号

）
附

則
第

２
条

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

推
進

機
関

の
馬

力
数

が
な

お
従

前
の

例
に

よ

　
　

る
こ

と
と

さ
れ

る
船

舶
の

推
進

機
関

に
適

用
す

る
。

　
２

　
こ

の
告

示
に

係
る

許
可

の
有

効
期

間
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
４

年
３

月
3
1
日

ま
で

と
す

る
。

　
３

　
こ

の
告

示
に

係
る

許
可

又
は

起
業

の
認

可
に

は
、

必
要

な
条

件
を

付
け

る
も

の
と

す
る

。



令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
報

七

（
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
十
八
号

　

姫
島
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
十
九
号

　

国
見
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
号

　

国
東
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

武
蔵
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

奈
狩
江
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

保
戸
島
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
四
号

　

上
浦
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
五
号

　

西
上
浦
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
六
号

　

鶴
見
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　



令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
報

八

（
告
示
）

大
分
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

中
浦
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
八
号

　

大
島
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
二
十
九
号

　

下
入
津
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
三
十
号

　

蒲
江
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
事
項

 

名　
　
　
　

称

位　
　
　
　
　
　
　
　
　

置

変
更
の
概
要

起　
　
　

点

終　
　
　

点

三
・
四
・
一
四
号

南
立
石
亀
川
線

別
府
市
大
字
南
立
石
字

板
地
中
須
賀

別
府
市
亀
川
浜
田
町

一
部
幅
員
の
変
更

一
部
区
域
の
変
更

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

別
府
市
上
野
口
町
一
番
十
五
号　

別
府
市
建
設
部
都
市
政
策
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
三
重
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

三
重
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
事
項

 
名　
　
　
　

称

位　
　
　
　
　
　
　
　
　

置

変
更
の
概
要

起　
　
　

点

終　
　
　

点

三
・
四
・
二
号　

三
重
ノ
原
深
田
線

豊
後
大
野
市
三
重
町
芦

刈
字
糸
丸

豊
後
大
野
市
三
重
町
秋

葉
字
寺
後

一
部
幅
員
の
変
更

一
部
区
域
の
変
更

三
・
五
・
一
二
号　

駅
前
高
市
線

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤

嶺
字
西
方
下

豊
後
大
野
市
三
重
町
市

場
字
高
市

新
規
追
加



令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
報

九

（
告
示
・
公
告
）

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
千
二
百
番
地　

豊
後
大
野
市
建
設
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　

宇
佐
市
大
字
北
宇
佐
字
戎
原
二
千
百
八
十
七
番
一
ほ
か
十
筆

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

三
千
六
百
十
三
・
二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

熊
本
県
上
益
城
郡
益
城
町
平
田
二
千
五
百
五
十
番
地

　
　
　

株
式
会
社
ヰ
セ
キ
九
州

　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

村　

瀬　

武　

志

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

令
和
三
年
二
月
一
日


